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平成 26 年度 第 1 回（H26.8 実施） 

運行管理者試験問題【貨物】 

（制限時間 90 分） 

 

 

1．貨物自動車運送事業法関係 

 

問 1 貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者の輸送の安全について

の次の文中、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに入るべき字句を下の枠内の選択肢（1～8）から選び、

解答用紙の該当する欄にマークしなさい。（※法改正により一部改変） 

 

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の Ａ 、荷役その他の事業用自動車

の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業

員の確保、事業用自動車の運転者がその Ｂ 又は睡眠のために利用することができ

る施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な Ｃ の設定その他事業用自

動車の運転者の Ｄ するために必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵

守しなければならない。 

 

1．勤務時間及び乗務時間  2．数        3．休 息 

4．拘束時間及び労働時間  5．安全運転を確保  6．休 憩 

7．種 類         8．過労運転を防止 

 

 

問 2 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない

業務として正しいものを 2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。（※法

改正により一部改変） 

 

1．異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるとき

は、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を

講ずること。 

 

2．法令の規定により、運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及

び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用

するアルコール検知器を備え置くこと。 

 

3．法令の規定により、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、

輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置

を講ずること。 

 

4．一般貨物自動車運送事業者が選任した、運行管理者の業務を補助させるための者

に対する指導及び監督を行うこと。 
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問 3 次の記述のうち、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者が遵守しなければ

ならない事項として誤っているものを 1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークし

なさい。（※法改正により一部改変） 

 

1．運転者は、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることがで

きないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。 

 

2．運転者は、道路運送車両法第 47条の 2第 1項及び第 2 項の規定による点検（日常

点検）を実施し、又はその確認をすること。 

 

3．運転者は、乗務を開始しようとするとき、業務前及び業務後の点呼のいずれも対

面等で行うことができない乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令に規定する

点呼を受け、貨物自動車運送事業者に所定の事項について報告すること。 

 

4．乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務

に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。 

この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自

動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検の必要性がある

と認められる場合には、これを点検すること。 

 

 

問 4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のう

ち、誤っているものを 1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。（※法改

正により一部改変） 

 

1．点呼は、運行管理者と運転者が対面等で行うとされており、運行上やむを得ない

場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所と離れた場所にあ

る当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場

合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。 

 

2．点呼については、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の業務を補助

させるための者（以下「補助者」という。）に行わせることができる。 

運行管理者は、補助者に指示し、営業所において行う点呼の一部又はそのすべて

を補助者に行わせた場合は、当該点呼の実施状況について当該補助者から報告を受

けなければならない。 

 

3．業務後の点呼は、対面等（運行上やむを得ない場合は電話その他の方法）により

行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、か

つ、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当

該運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に

対して行った法令の規定による通告についても報告を求めなければならない。 

 

4．点呼において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視

等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられた国土交通大臣が告示で

定めるアルコール検知器を用いて行われなければならない。 

 

 

 

 

 



 

3 

問 5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報

告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを 1つ選び、解答用紙の該当

する欄にマークしなさい。 

 

1．事業用自動車が走行中、右カーブを曲がりきれず、当該事業用自動車が道路から

1メートル下の畑に転落したもの。 

 

2．事業用自動車が走行中、横断歩道により道路を横断していた歩行者に接触する事

故を起こし、当該歩行者に 10日間の医師の治療を要する傷害を生じさせたもの。 

 

3．事業用自動車が走行中、突然ホイール・ボルトが折損して左後車輪が脱落し、当

該車輪がガードレールに衝突したもの。 

 

4．事業用自動車が交差点において乗用車と出合い頭の衝突事故を起こした。 

双方の運転者は共に軽傷であったが、当該事業用自動車の運転者が当該事故を警

察官に報告した際、その運転者が道路交通法に規定する酒気帯び運転をしていたこ

とが発覚したもの。 

 

 

問 6 一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）が事業用自動車の運行の

安全を確保するために乗務員に対して行う指導及び監督に関する次の記述のうち、

正しいものを 2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。 

 

1．事業者は、乗務員に対して事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となっ

たときは、速やかに当該事業用自動車を踏切から移動させるように努め、当該事業

用自動車の移動が困難と判断したとき、又は、列車が接近してきたときは、踏切支

障報知装置を作動させる等適切な防護措置をとるよう指導すること。 

 

2．事業者は、大型自動車運転免許を受けている運転者に限定して、事業用自動車の

車高、視野、資格、内輪差（右左折する場合又はカーブを通行する場合に後輪が前

輪より内側を通ることをいう。）及び制動距離等が他の車両と異なることを確認さ

せること。 

 

3．事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該一般貨物自動車運送

事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の

下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令

に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指

導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容

並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所に

おいて 3年間保存しなければならない。 

 

4．事業者は、適齢診断（高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定し

たもの。）を運転者が 65才に達した日以後 1 年以内に 1 回受診させ、その後 3年以

内ごとに 1 回受診させること。 
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問 7 一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の過労運転等の防止等に

関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマー

クしなさい。（※法改正により一部改変） 

 

1．事業者は、乗務員等の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第

44条の 3（アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度 1 リットルにつき

0.15ミリグラム以上であるか否かを問わず、酒気を帯びた状態であれば当該乗務員

等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。 

 

2．事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理

由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれが

ある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。 

 

3．事業者は、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務

を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用

自動車の運転者等に対し適切な指示を行うとともに、当該運行指示書に基づき運行

している間は、これを当該事業用自動車の運行を管理する営業所に備え置かなけれ

ばならない。 

 

4．事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者（以

下「運転者」という。）を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運

転者は、日々雇い入れられる者、2 ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試み

の使用期間中の者（14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）であっ

てはならない。 

 

 

問 8 一般貨物自動車運送事業の事業用自動車（以下「事業用自動車」という。）の運

行に係る記録等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1つ選び、解答用紙の

該当する欄にマークしなさい。（※法改正により一部改変） 

 

1．一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）は、事業用自動車に係る事

故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を「事故の記録」に記録し、

その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において 3 年間保存しなけれ

ばならない。 

 

2．事業者は、車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の普通自動車で

ある事業用自動車の運行の業務に運転者等を従事させた場合にあっては、当該業務

を行った運転者等ごとに貨物の積載状況を「業務の記録」に記録させ、かつ、その

記録を 1年間保存しなければならない。 

 

3．事業者は、法令に定める事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業

用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、そ

の記録を 1 年間保存しなければならない。 

 

4．事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、

運行を計画した日から 1年間保存しなければならない。 
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2．道路運送車両法関係 

 

問 9 自動車の登録等に関する次の記述のうち、正しいものを 2つ選び、解答用紙の該

当する欄にマークしなさい。 

 

1．登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日か

ら 15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。 

 

2．臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号

標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備

え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、

その日から 15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返

納しなければならない。 

 

3．登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった

日から 15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 

 

4．自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路

運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から 15日以内に、国土交通大

臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 

 

 

問 10 自動車の点検整備等に関する次のア、イ、ウ、エの文中、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに入

るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマーク

しなさい。 

 

ア．自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、

当該自動車を道路運送車両の Ａ に適合するように維持しなければならない。 

 

イ．自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車を運行する者は、1

日 1 回、その運行の開始前において、国土交通省令で定める技術上の基準により、

灯火装置の点灯、 Ｂ の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等

により自動車を点検しなければならない。 

 

ウ．自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、 Ｃ ごとに国土交通省令で定

める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。 

 

エ．自動車運送事業の用に供する自動車の日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、

自動車の使用者より与えられた権限に基づき、 Ｄ が行わなければならない。 

 

Ａ  1．点検基準     2．保安基準 

Ｂ  1．動力伝達装置   2．制動装置 

Ｃ  1．3ヵ月      2．6ヵ月 

Ｄ  1．運行管理者    2．整備管理者 
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問 11 自動車の検査等に関する次の記述のうち、正しいものを 1つ選び、解答用紙の

該当する欄にマークしなさい。（※法改正により一部改変） 

 

1．自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の

起算日が記載されている。 

 

2．初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量 7,950 キログラムの貨物の運送の

用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は 1年である。 

 

3．自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、法令で

定める場合を除き、その事由があった日から 15日以内に、当該変更について、国土

交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 

 

4．自動車運送事業の用に供する自動車の自動車検査証は、当該自動車又は当該自動

車が配置されている営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。 

 

 

問 12 道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、

誤っているものを 1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。 

 

1．自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出

している部分の最下部が地上 2 メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触

した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。 

 

2．自動車の前面ガラス及び側面ガラス（告示で定める部分を除く。）は、フィルムが

貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態においても、透明であり、

かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可

視光線の透過率が 70％以上であることが確保できるものでなければならない。 

 

3．非常点滅表示灯は、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生しているこ

とを表示するための灯火として作動する場合には、点滅回数の基準に適合しない構

造とすることができる。 

 

4．停止表示器材は、夜間 200 メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にそ

の反射光を照射位置から確認できるものであることなど告示で定める基準に適合す

るものでなければならない。 
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3．道路交通法関係 

 

問 13 道路交通法令に定める信号機の信号の意味等に関する次の記述のうち、誤って

いるものを 1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。（※法改正により一部

改変） 

 

1．交差点において信号機の背面版の下部等に下図の左折をすることができる旨の表

示が設置された信号機の黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信

号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その

車両が左折することができることを含むものとする。 

 

（矢印及びわくの色彩は青色、地の色彩は白色） 

 

2．車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえ

て進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、その

まま進行することができる。 

 

3．交差点において既に右折している車両等（多通行帯道路等通行一般原動機付自転

車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。）は、信号機の表示する信号の種類

が赤色の灯火に変わっても、そのまま進行することができる。この場合において、

当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等に

優先して進行することができる。 

 

4．車両は、信号機の表示する信号の種類が青色の灯火の矢印のときは、黄色の灯火

又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができる。この場

合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特

定小型原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行一般原動機付自

転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両とみなす。 
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問 14 交差点等における通行方法に関する次の記述のうち、正しいものを 1つ選び、

解答用紙の該当する欄にマークしなさい。 

 

1．車両等（優先道路を通行している車両等を除く。）は、交通整理の行われていない

交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通

行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、そ

の前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。 

 

2．車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該

横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らか

な場合を除き、当該横断歩道等の直前（道路標識等による停止線が設けられている

ときは、その停止線の直前）で停止することができるような速度で進行しなければ

ならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横

断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、

その通行を妨げないようにしなければならない。 

 

3．車両は、左折するときは、その直前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、

できる限り道路の左側端に沿って（道路標識等により通行すべき部分が指定されて

いるときは、その指定された部分を通行して）、歩行者等の通行を妨げないよう速や

かに通行しなければならない。 

 

4．交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする

進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で

停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれが

あるときは、徐行しなければならない。 

 

 

問 15 道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示について、次の

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに入るべき字句としていずれか正しいものを 1つ選び、解答用紙の

該当する欄にマークしなさい。 

 

車両の運転者が道路交通法第 66条（過労運転等の禁止）の規定に違反して過労に

より Ａ ができないおそれがある状態で車両を運転する行為（以下「過労運転」と

いう。）を当該車両の使用者（当該車両の運転者であるものを除く。）の業務に関して

した場合において、当該過労運転に係る Ｂ が当該車両につき過労運転を防止する

ため必要な Ｃ を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置

を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのない

よう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため Ｄ ことを

指示することができる。 

 

Ａ  1．運転の継続      2．正常な運転 

Ｂ  1．車両の所有者     2．車両の使用者 

Ｃ  1．運行の管理      2．労務の管理 

Ｄ  1．必要な措置をとる   2．休憩・仮眠等の施設を整備する 
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問 16 車両等の運転者の遵守事項に関する次の記述のうち、正しいものを 2つ選び、

解答用紙の該当する欄にマークしなさい。 

 

1．道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全

地帯に歩行者がいるときは、一時停止して、歩行者の通行を妨げないようにしなけ

ればならない。 

 

2．自動車を運転する場合においては、当該自動車の運転又は停止にかかわらず携帯

電話用装置、自動車電話装置その他の無線通話装置（その全部又は一部を手で保持

しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。）を通話（傷

病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。）のた

めに使用してはならない。 

 

3．安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその

車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないよう

にするため必要な措置を講じなければならない。 

 

4．車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行していると

きは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。 

 

 

問 17 大型貨物自動車の貨物の積載制限（出発地の警察署長が許可した場合を除く。）

及び過積載（車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える

場合における当該積載。以下同じ。）に関する次の記述のうち、誤っているものを

1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。 

 

1．自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第

57条（乗車又は積載の制限等）第 1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、

大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車

の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。 

 

2．警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転すること

を要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復

して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動

車の使用者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ず

ることができる。 

 

3．過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにす

るため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用

者（当該自動車の運転者であるものを除く。）が当該自動車に係る過積載を防止する

ため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本

拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に

運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導

し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとるこ

とを指示することができる。 

 

4．積載物の高さは、3.8 メートル（公安委員会が道路又は交通の状況により支障が

ないと認めて定めるものにあっては 3.8 メートル以上 4.1 メートルを超えない範囲

内において公安委員会が定める高さ）からその自動車の積載をする場所の高さを減

じたものを超えてはならない。 
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4．労働基準法関係 

 

問 18 労働基準法の定めについての次の記述のうち、誤っているものを 1つ選び、解

答用紙の該当する欄にマークしなさい。 

 

1．使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも 1回の休日を与えなければならない。

ただし、この規定は、4 週間を通じ 4 日以上の休日を与える使用者については適用

しない。 

 

2．出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に

かかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。 

 

3．使用者は、その雇入れの日から起算して 6 ヵ月間継続勤務し全労働日の 8 割以上

出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10労働日の有給休暇を与えなけれ

ばならない。ただし、労働基準法第 39条第 3項に規定する 1週間の所定労働日数が

相当程度少ない労働者等は除く。 

 

4．使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合におい

てはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働

者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合

においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定

めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただ

し、法令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1 日について 2 時間

を超えてはならない。 

 

 

問 19 労働基準法に定める賃金等についての次の記述のうち、誤っているものを 1つ

選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。 

 

1．平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前 3 か月間にその労働者に

対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額をいう。ただ

し、その金額は、法令の定めによって計算した金額を下ってはならない。 

 

2．就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1

回の額が平均賃金の 1 日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額

の 10分の 1を超えてはならない。 

 

3．使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働

条件を明示しなければならない。この明示された労働条件が事実と相違する場合に

おいては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 

 

4．使用者が、午後 10時から午前 5 時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合

においては、その定める地域又は期間については午後 11時から午前 6時まで）の間

において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間

の賃金の計算額の 2割 5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 
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問 20 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下「改善基準」という。）

等に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の運転時間に関する次の

文中、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに入るべき字句としていずれか正しいものを 1つ選び、解答

用紙の該当する欄にマークしなさい。 

 

(1) 運転時間は、2日（ Ａ から起算して 48時間をいう。）を平均し 1日当たり 

 Ｂ 、2 週間を平均し 1週間当たり Ｃ を超えないものとすること。 
 

(2) 1 日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として 2 日ごとに区切

り、その 2 日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基

準に違反するか否かは、次によって判断すること。 

特定日の運転時間をａ、特定日の前日の運転時間をｂ、特定日の翌日の運転時

間をｃとすると、 

ａ＋ｂ 
＞  Ｂ    Ｄ Ｄ 

ａ＋ｃ 
＞  Ｂ Ｂ 

2 2 

の場合は、改善基準に違反することとなる。 
 

 
 

Ａ  1．始業時刻   2．運転開始時刻 

Ｂ  1．8時間    2．9時間 

Ｃ  1．40時間   2．44時間 

Ｄ  1．かつ     2．又は 

 

問 21 貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下

「改善基準」という。）の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを 1つ選

び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、1人乗務で、フェリーには

乗船せず、また、隔日勤務には就いていない場合とする。 

 

1．使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者（以下「トラック運転者」

という。）の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間が

それ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。 

 

2．労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間について

の延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2 週間及び 1 ヵ月以

上 6ヵ月以内の一定の期間とするものとする。 

 

3．使用者は、トラック運転者の休息期間については、勤務終了後、継続 8 時間以上

の休息期間を与えなければならない。ただし、業務の必要上、勤務の終了後継続 8

時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、厚生労働省労働基準局長の定

めるところによることができる。 

 

4．使用者は、トラック運転者に労働基準法第 35条の休日に労働させる場合は、当該労

働させる休日は 2 週間について 1 回を超えないものとし、当該休日の労働によって改

善基準第 4条第 1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。 
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問 22 下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 1年間における各月の

拘束時間の例を示したものであるが、このうち、「自動車運転者の労働時間等の改善

のための基準」に適合しているものを 2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークし

なさい。ただし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」があるもの

とする。 
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問 23 下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 5日間の勤務状況の例

を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に基づく

1日の拘束時間の次の組合せのうち、正しいものを 1つ選び、解答用紙の該当する

欄にマークしなさい。 

 

 

 

1．1日目：10時間  2日目：11時間  3 日目：12時間  4日目：13時間 

2．1日目：10時間  2日目：11時間  3 日目：13時間  4日目：13時間 

3．1日目：10時間  2日目：12時間  3 日目：13時間  4日目：13時間 

4．1日目：10時間  2日目：12時間  3 日目：12時間  4日目：13時間 

 

 

5．実務上の知識及び能力 

 

問 24 点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、

適切でない者には解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。（※法改正により一部改変） 

 

1．乗務を開始する前の運転者は、事業用自動車の日常点検を行ったところ左前タイ

ヤが摩耗していることを確認したので、整備管理者にこの旨を報告した。整備管理

者は、「当該タイヤは、安全上の問題があるが帰庫後に交換するので、そのまま運行

しても差し支えない。」と運転者に対し指示をした。 

運行管理者は、業務前点呼の際に当該運転者から当該指示等について報告を受け

たが、そのまま乗務を開始させた。 

 

2．運行管理者は、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない

業務を行う運転者に対し、それらの点呼のほかに、当該業務の途中において電話に

よる中間点呼を行った。その点呼では、当該運転者に酒気帯びの有無及び健康状態、

疲労の度合いなどについて報告をさせ、安全な運転ができる状態であることを確認

し、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしたうえで、業務に

従事させた。 

 

3．運行管理者は、遠隔地で業務を終了する運転者に対し、電話による業務後点呼を

行い、酒気帯びの有無については、当該運転者の応答の声の調子等にて確認すると

ともに、車載されているアルコール検知器（国土交通大臣が告示で定めたもの。以

下同じ。）を用いて得た測定結果を報告させ、酒気を帯びていないことを確認した。 

 

4．荷主から依頼のあった運送が、深夜の時間帯に長距離走行となることから、運行

管理者は、当該運送については交替運転者を同乗させることとした。出庫時から運

転を開始する運転者に対する業務前の点呼については、所属する営業所において対

面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の業務前の点呼については、あらか

じめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始す

る前にテレビ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、

健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。 
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問 25 貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める同一の事業者内の「輸送の安全の確

保に関する取組が優良であると認められる営業所」において、国土交通大臣が定め

た機器を用い、営業所間で行う点呼（以下「ＩＴ点呼」という。）の実施方法等に

関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適の」欄に、適切でないもの

には解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。 

 

1．ＩＴ点呼を行う営業所（以下「Ａ営業所」という。）の運行管理者が、ＩＴ点呼を

受ける運転者が所属する営業所（以下「Ｂ営業所」という。）の運転者に対しＩＴ点

呼を実施する際は、当該運転者の所属営業所名とＩＴ点呼場所の確認をしている。 

 

2．Ａ営業所とＢ営業所間で実施するＩＴ点呼については、1 営業日のうち深夜を含

む連続する 18時間以内としている。 

 

3．ＩＴ点呼を実施した場合、Ａ営業所の運行管理者は、ＩＴ点呼実施後点呼記録表

に記録するとともに、記録した内容を速やかにＢ営業所の運行管理者へ通知してお

り、通知を受けたＢ営業所の運行管理者は、通知のあった内容、Ａ営業所の名称及

びＩＴ点呼実施者名を点呼記録表に記録し、双方の営業所において保存している。 

 

4．ＩＴ点呼を実施する場合、Ｂ営業所の運行管理者は、Ａ営業所の運行管理者が適

切なＩＴ点呼を実施できるよう、あらかじめ、ＩＴ点呼に必要な情報をＡ営業所の

運行管理者に伝達している。 

 

 

問 26 自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出に関する次の記述のうち、

適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」

の欄にマークしなさい。（※法改正により一部改変） 

 

1．事業用自動車が右カーブ路を走行している際、ハンドル操作を誤り、道路左側の

歩道に乗り上げ、道路沿いの民家に寄りかかる形で、路面と 40度傾斜して道路上に

停止した。この事故において家屋に損害はあったものの負傷者はなかったので、自

動車事故報告書を提出しなかった。 

 

2．事業用自動車が信号のある交差点を青信号にしたがって直進しようとした際、急

に右折してきた対向の大型二輪車と当該事業用自動車が衝突した。 

この事故で大型二輪車の運転者は道路に投げ出され、腕を骨折する重傷を負った

ので、自動車事故報告書を提出した。 

 

3．事業用自動車が高速道路を走行中、左後輪付近から煙が立ち上がったので、パー

キングエリアにて緊急停止し点検を行ったところ、ブレーキ系統の加熱が原因と思

われたので、ただちに営業所に連絡し、救援を要請した。 

しかし、その間にタイヤが発火し車両火災に至ったため、自動車事故報告書を提

出した。 

 

4．事業用自動車の運転者が、運行途中に軽度の心臓発作により体調不良に陥り、運

転の継続が困難となった。当該運転者からの連絡を受け、営業所の運行管理者はた

だちに救急車の手配等をするとともに当該運行を中止したが、死傷者や物損被害が

生じていなかったため、自動車事故報告書を提出しなかった。 
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問 27 一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導・監督に

関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないもの

には解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。（※法改正により一部改変） 

 

1．一般貨物自動車運送事業の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者

が、前年まで他の一般貨物自動車運送事業者において事業用自動車の運転者として

常時選任されていたので、初任運転者に対する特別な指導を行わないまま社内教育

を実施し、事業用トラックの運転をさせた。 

 

2．業務の記録は、「業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務

に従事した距離」及び「休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時」

等所定の事項について当該業務を行った運転者ごとに確実に記録させ、運転者の日

常の業務の実態を把握し、過労運転防止及び運行の適正化を図るための資料として

活用している。 

 

3．大雨、大雪、土砂災害などの異常気象時の措置については、異常気象時等処理要

領を作成し、運転者全員に周知させておくとともに運転者とも速やかに連絡がとれ

るよう緊急時における連絡体制を整えているので、事業用自動車の運行の中断、待

避所の確保、徐行運転等の運転に関わることについてはすべて当該運転者の判断に

任せ、中断、待避したときは報告するよう指導している。 

 

4．翌日に持ち越すことのない節度ある適度な飲酒の目安としては、純アルコール 20

グラム（以下「1 単位」という。）と言われており、その 1 単位（アルコール 5％の

ビールの場合 500 ミリリットル）のアルコールを処理するための必要な時間の目安

は、4 時間とされているので、これらを参考に個人差を考慮して、社内教育の中で

酒気帯び運転防止の観点から酒類の飲み方等についても指導を行っている。 

 

 

問 28 自動車の走行時に働く力に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の

「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。 

 

1．自動車に働く慣性力は、自動車の重量に比例して大きくなることから、その重量

が増加すればするほど制動距離が長くなることを考慮した適正な車間距離の確保に

ついて運転者に対し指導している。 

 

2．重量が同一の自動車 2台が、双方時速 50 キロメートルで正面衝突した場合の衝撃

力は、時速 100 キロメートルで走行中の自動車が壁に衝突した場合と同じで、自分

の速度だけでなく相手の自動車の速度を加えた速度で衝撃力が発生することから、

常に安全な速度で運転するよう運転者に対し指導している。 

 

3．自動車の重量及び速度が同一の場合には、曲がろうとするカーブの半径が 2 分の

1 になると遠心力の大きさが 4 倍になることから、急カーブを走行する場合の横転

などの危険性について運転者に対し指導している。 

 

4．自動車に働く慣性力、遠心力及び衝撃力は、速度に比例して大きくなることから、

速度が 2 倍になれば 4 倍に、速度が 3 倍になると 6 倍となり、制動距離、運転操作

及び事故時の被害の程度に大きく影響するため、常に制限速度を守り、適切な車間

距離を確保し、運転するよう指導している。 
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問 29 Ａ自動車が前方のＢ自動車とともに時速 36キロメートルで 15メートルの車間

距離を保ちながらＢ自動車に追従して走行していたところ、突然、前方のＢ自動車

が急ブレーキをかけたのを認め、Ａ自動車も直ちに急ブレーキをかけ、Ａ自動車、

Ｂ自動車ともそのまま停止した。この場合におけるＡ自動車の空走時間（危険認知

から、その状況を判断してブレーキ操作を行いブレーキが効きはじめるまでに要す

る時間）を 1秒間として、下記のア及びイについて、それぞれ解答用紙の該当する

数字の欄にマークして解答しなさい。 

 

ア．Ａ自動車の時速 36 キロメートルにおける制動距離を 9 メートルとした場合、Ａ

自動車が危険を認知してから停止するまでに走行した距離は、何メートルか。 

 

イ．時速 36 キロメートルにおけるＡ自動車の制動距離が 9 メートル、Ｂ自動車の制

動距離が 7 メートルとした場合、停止時におけるＡ自動車とＢ自動車の車間距離は、

何メートルか。 

 

 

問 30 運行管理者は、荷主からの運送依頼を受けて、次のとおり運行の計画を立てた。

この計画を立てた運行管理者の判断に関する 1～3の記述のうち、適切なものには

解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークし

なさい。（※法改正により一部改変） 

 

〔 荷主の依頼事項 〕 

Ａ地点から、重量が 5,250キログラムの荷を 9時までにＢ地点に運び、その後戻り

の便にて、Ｃ地点から 4,500キログラムの荷を 16時までにＡ地点に運ぶ。 

 

〔 運行の計画 〕 

ア．乗車定員 2 名で最大積載量 6,000 キログラム、車両総重量 10,950 キログラムの

中型貨物自動車を使用する。当該運行は、運転者 1人乗務とする。 

 

イ．当日の当該運転者の始業時刻は 3 時とし、業務前点呼後 3 時 30 分に営業所を出

庫して荷主先のＡ地点に向かう。荷積み後Ｂ地点に向かうが、途中に 15 分の休憩

を挟み、Ｂ地点には 8 時 30 分までに到着する。荷下ろし後自社の休憩・睡眠施設

に向かい、当該施設において 9時 45分から 10時 45分まで休憩をとる。 

 

ウ．10時 45分に休憩施設を出発してＣ地点に向かい、Ｃ地点での荷積み後、高速自

動車国道（法令による最低速度を定めない本線車道に該当しないもの。）のＤ料金

所からＥ料金所までの間（この間の距離は 294キロメートル)を連続 3時間 30分運

転し、荷主先のＡ地点に 15時 30分までに到着する。 

荷おろし後、当社営業所に 16時 20分までに帰庫し、業務後点呼を受け 16時 40

分を終業とする。 
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〔 運行の概要 〕 

 
 

1．Ｄ料金所からＥ料金所までの間の高速自動車国道の運転時間を、3時間 30分と設

定したこと。 

 

2．当該運転者の前日の運転時間は 9 時間であった。また、当該運転者の翌日の運転

時間を 8時間 50分と予定したので、当日を特定日とした場合の 2日を平均した 1日

当たりの運転時間が、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下「改

善基準」という。）に違反していないと判断したこと。 

 

3．当日の運行における連続運転時間の中断方法として「改善基準」に違反していな

いと判断したこと。 
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【運行管理者試験合格必勝セットのご案内】 

専用 Web サイトでは、オリジナルテキスト・過去問題集・模擬試験が

セットになった運行管理者試験合格必勝セットを販売しております！ 

運行管理者試験対策.net https://www.unkan-net.com/ 
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事業法…貨物自動車運送事業法 
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車両法施行規則…道路運送車両法施行規則 

保安基準…道路運送車両の保安基準 

保安基準細目…道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 

点検基準…自動車点検基準 

道交法…道路交通法 

道交法施行令…道路交通法施行令 
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安衛則…労働安全衛生規則 

改善基準…自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 

特例通達…一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間

及び休息期間の特例について 

安全規則の解釈及び運用…貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について 

https://www.unkan-net.com/
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問 1 正解 Ａ2 Ｂ6 Ｃ1 Ｄ8（事業法 15条 1項） 

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の（Ａ＝数）、荷役その他の事業用自

動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の

従業員の確保、事業用自動車の運転者がその（Ｂ＝休憩）又は睡眠のために利用する

ことができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な（Ｃ＝勤務時間及

び乗務時間）の設定その他事業用自動車の運転者の（Ｄ＝過労運転を防止）するため

に必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。 

 

問 2 正解 1,4 

1．正しい。（安全規則 20条 1項 15号） 

2．誤り。運行管理者の業務は、「点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を

与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効

に保持すること」である（安全規則 20条 1項 8号）。｢備え置くこと｣ではない。 

3．誤り。「輸送の安全に関する基本的な方針を策定すること」は事業者の義務であり

（安全規則 10条 5項）、運行管理者の業務ではない。運行管理者の業務は、法令の

規定により、乗務員等に対する指導監督を行うことである（同規則20条1項14号）。 

4．正しい。（安全規則 20条 1項 16号） 

 

問 3 正解 4 

1．正しい。（安全規則 17条 1号の 2） 

2．正しい。（安全規則 17条 2号） 

3．正しい。（安全規則 17条 3号） 

4．誤り。他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、事業用自動車の制動

装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検しなければならない（安全

規則17条5号）。「点検の必要性があると認められる場合」に限られるわけではない。 

 

問 4 正解 2 

1．正しい。業務前及び業務後の点呼は、原則、対面で行わなければならないが、運

行上やむを得ない場合は電話その他の方法により行うことができる。 

ただし、電話その他の方法で点呼を行うことができる「運行上やむを得ない場

合」とは、「遠隔地で業務を開始又は終了するため、運転者の所属営業所で対面点

呼が実施できない場合」等をいい、「車庫と営業所が離れている場合」は「運行上

やむを得ない場合」には該当しないので、電話による点呼を行うことはできない

（安全規則解釈運用 7 条 1.(1)）。 

2．誤り。点呼については、その一部を補助者に行わせることができるが、すべてを

補助者に行わせることはできない。なお、補助者に点呼の一部を行わせる場合で

あっても、運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも 3 分の

1以上でなければならない（安全規則の解釈及び運用 7 条 1.(10)）。 

3．正しい。（安全規則 7条 2項） 

4．正しい。（安全規則 7条 4項） 

 

問 5 正解 2 

1．報告を要する。本事故は「自動車が転落した事故」に該当するので報告を要する

（事故報告規則 2 条 1 号）。なお、「転落」とは、道路外に転落した場合で、その

落差が 0.5メートル以上のときをいう（事故報告規則 別記様式）。 

2．報告を要しない。「重傷者を生じた事故」があった場合には報告を要するが（事故

報告規則 2 条 3 号）、ここでいう重傷とは「腕などの骨折や内臓の破裂」、「14 日

以上病院に入院することを要する傷害」又は「病院に入院することを要する傷害

で医師の治療を要する期間が 30日以上のもの」のことをいい、「10日間の医師の

治療を要する傷害を生じさせたもの」は、重傷者を生じた事故には該当しない。 
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3．報告を要する。本事故は「故障による車輪の脱落を生じた事故」に該当するので

報告を要する（事故報告規則 2条 12号）。 

4．報告を要する。本事故は「酒気帯び運転を伴う事故」に該当するので報告を要す

る（事故報告規則 2条 8号）。 

 

問 6 正解 3,4 

1．誤り。事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに

列車に対し、踏切支障報知装置を作動させる等適切な防護措置をとらなければな

らない（安全規則 16条 4号）。 

2．誤り。事業者は、すべての運転者に対して、記述のようなトラックの構造上の特

性について確認させなければならない（指導及び監督の指針第 1 章 2）。「大型自

動車運転免許を受けている運転者」に限定されるわけではない。 

3．正しい。（安全規則 10条 1項） 

4．正しい。（指導及び監督の指針第 2章 4） 

 

問 7 正解 3 

1．正しい。事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業

務に従事させてはならない（安全規則 3条 5項）。この場合の「酒気を帯びた状態」

とは、道路交通法施行令に規定する呼気中のアルコール濃度 1 リットルにつき

0.15ミリグラム以上であるか否かを問わないとされている（安全規則の解釈及び

運用 3条 4.）。 

2．正しい。（安全規則 3条 6項） 

3．誤り。運行指示書（原本）は当該業務を行う運転者等が携行するのであり、営業

所には備え置くのは運行指示書の写しである（安全規則 9条の 3第 1項）。 

4．正しい。（安全規則 3条 1項、2項） 

 

問 8 正解 4 

1．正しい。（安全規則 9条の 2） 

2．正しい。（安全規則 8条 1項 6号） 

3．正しい。（安全規則 9条） 

4．誤り。運行指示書及びその写しは、運行の終了の日から 1 年間保存しなければな

らない（安全規則 9条の 3第 4項）。「運行を計画した日」ではない。 

 

問 9 正解 1,4 

1．正しい。（車両法 15条 1項 1号） 

2．誤り。臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から 5 日以内に、臨

時運行許可証等を行政庁に返納しなければならない（車両法 35条 6項）。 

3．誤り。自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった

日から 15日以内に、変更登録の申請をしなければならない（車両法 12条 1項）。な

お、移転登録とは、自動車の所有者に変更があったときに行う（車両法 13条 1項）。 

4．正しい。（車両法 12条 1項） 

 

問 10 正解 Ａ2 Ｂ2 Ｃ1 Ｄ2 

ア．自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、

当該自動車を道路運送車両の（Ａ＝保安基準）に適合するように維持しなければな

らない（車両法 47条）。 

イ．自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車を運行する者は、1

日 1 回、その運行の開始前において、国土交通省令で定める技術上の基準により、

灯火装置の点灯、（Ｂ＝制動装置）の作動その他の日常的に点検すべき事項について、

目視等により自動車を点検しなければならない（車両法 47条の 2第 2項）。 
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ウ．自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、（Ｃ＝3 ヵ月）ごとに国土交通

省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない（車両法 48

条 1項 1号）。 

エ．自動車運送事業の用に供する自動車の日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、

自動車の使用者より与えられた権限に基づき、（Ｄ＝整備管理者）が行わなければ

ならない（車両法施行規則 32条 1項 2号）。 

 

問 11 正解 3 

1．誤り。自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効

期間の満了する時期が記載されている（車両法 66条 3項）。 

2．誤り。初めて車検証の交付を受ける車両総重量 8 トン未満の貨物の運送の用に供

する自動車の当該車検証の有効期間は 2年である（車両法 61条 2項 1号）。 

3．正しい。（車両法 67条 1項） 

4．誤り。自動車検査証は当該自動車に備え付けるのであって（車両法 66 条 1 項）、

営業所ではない。自動車運送事業の用に供する自動車の場合でも同様である。 

 

問 12 正解 1 

1．誤り。後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が

地上 1.8 メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩

衝できる構造でなければならない（保安基準細目 224条 1項 2号）。 

2．正しい。（保安基準細目 195条 5項 6号） 

3．正しい。（保安基準細目 217条 3項 1号） 

4．正しい。（保安基準細目 222条 1項 2号） 

 

問 13 正解 3 

1．正しい。（道交法施行令 2条 2項） 

2．正しい。（道交法施行令 2条 1項） 

3．誤り。赤信号であっても、交差点において既に右折している自動車はそのまま通

行することができるが、この場合においては、青色の灯火により進行することが

できることとされている車両等の進行妨害をしてはならないのであり（道交法施

行令 2条 1項）、優先して進行することができるわけではない。 

4．正しい。（道交法施行令 2条 1項） 

 

問 14 正解 2 

1．誤り。車両等（優先道路を通行している車両等を除く。）は、交通整理の行なわれ

ていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、

又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであ

るときは、徐行しなければならない（道交法 36条 3項）。 

2．正しい。（道交法 38条 1項） 

3．誤り。左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、か

つ、できる限り道路の左側端に沿って、徐行しなければならない（道交法 34条1項）。 

4．誤り。交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しよう

とする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交

差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害とな

るおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならない（道交法 50条 1項）。 

 

問 15 正解 Ａ2 Ｂ2 Ｃ1 Ｄ1（道交法 66 条の 2第 1項） 

車両の運転者が道路交通法第 66 条（過労運転等の禁止）の規定に違反して過労に

より（Ａ＝正常な運転）ができないおそれがある状態で車両を運転する行為（以下「過

労運転」という。）を当該車両の使用者（当該車両の運転者であるものを除く。）の業
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務に関してした場合において、当該過労運転に係る（Ｂ＝車両の使用者）が当該車両

につき過労運転を防止するため必要な（Ｃ＝運行の管理）を行っていると認められな

いときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者

に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他

過労運転を防止するため（Ｄ＝必要な措置をとる）ことを指示することができる。 

 

問 16 正解 3,4 

1．誤り。道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当

該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行しなければならない（道交法 71条 3号）。 

2．誤り。自動車を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、

携帯電話用装置等を通話（傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむ

を得ずに行うものを除く。）のために使用してはならない（道交法 71条 5号の 5）。 

3．正しい。（道交法 71条 4号の 3） 

4．正しい。（道交法 71条 2号の 2） 

 

問 17 正解 2 

1．正しい。（道交法 75条 1項 6号） 

2．誤り。荷主が本肢のような「過積載運転の要求」という違反行為を行った場合、警

察署長は、違反行為を行った荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ず

ることができる（道交法 58 条の 5 第 2 項）。「自動車の使用者に対して違反行為に

係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる」わけではない。 

3．正しい。（道交法 58条の 4） 

4．正しい。（道交法施行令 22条 3号ハ） 

 

問 18 正解 2 

1．正しい。（労基法 35条 1項、2項） 

2．誤り。出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働

時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない（労基法 27条）。 

3．正しい。（労基法 39条 1項） 

4．正しい。（労基法 36条 1項） 

 

問 19 正解 1 

1．誤り。平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前 3ヵ月間に労働者に対し支

払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう（労基法 12条 1項）。 

2．正しい。（労基法 91条） 

3．正しい。（労基法 15条 1項、2項） 

4．正しい。（労基法 37条 4項） 

 

問 20 正解 Ａ1 Ｂ2 Ｃ2 Ｄ1（改善基準 4 条 1項 4号） 

(1)運転時間は、2日（（Ａ＝始業時刻）から起算して 48時間をいう。）を平均し 1 日

当たり（Ｂ＝9時間）、2週間を平均し 1週間当たり（Ｃ＝44時間）を超えないも

のとすること。 

(2)1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として 2日ごとに区切り、

その 2 日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基準に

違反するか否かは、次によって判断すること。 

特定日の運転時間をａ、特定日の前日の運転時間をｂ、特定日の翌日の運転時

間をｃとすると、 

ａ＋ｂ 
＞（Ａ＝9 時間） （Ｄ＝かつ） 

ａ＋ｃ 
＞（Ａ＝9 時間） 

2 2 

の場合は、改善基準に違反することとなる。 
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問 21 正解 2 

1．正しい。（改善基準 4条 2項） 

2．誤り。労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間に

ついての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び 1

ヵ月以上 3 ヵ月以内の一定の期間とするものとする（改善基準 4条 4項）。 

3．正しい。（改善基準 4条 1項 3号、3項 1 号） 

4．正しい。（改善基準 4条 5項） 

 

問 22 正解 2,4 

拘束時間は、1ヵ月について 293時間を超えてはならない。ただし、労使協定があ

るときは、1 年のうち 6 ヵ月までは、1 年間についての拘束時間が 3,516 時間を超え

ない範囲内において、320 時間まで延長することができる（改善基準 4条 1項 1号）。 

したがって、「1年間の拘束時間が 3,516 時間を超えている」、「1ヵ月の拘束時間が

320 時間を超えている」、「1 ヵ月の拘束時間が 293 時間を超えている月が 7 ヵ月以上

ある」のいずれかに該当する場合には、改善基準に違反している。 
 
1．適合していない。7 月の拘束時間が 320時間を超えている。 

2．適合している。1 年間の拘束時間が 3,516 時間を超えておらず、拘束時間が 320

時間を超えている月もない。また、拘束時間が 293 時間を超えている月が 6 ヵ月

（4月、6月、7月、12月、1月、3月）である。 

3．適合していない。1 年間の拘束時間が 3,516 時間を超えている。 

4．適合している。1 年間の拘束時間が 3,516 時間を超えておらず、拘束時間が 320

時間を超えている月もない。また、拘束時間が 293 時間を超えている月が 6 ヵ月

（6月、7月、10月、11月、12月、3月）である。 

 

問 23 正解 3 

1 日の拘束時間は、「始業時刻から起算して 24 時間のなかで拘束されていた時間」

をいう（改善基準 4条 1項 2号）。 
 
1 日目：8時～18時＝10時間 

2 日目：9時～20時＋3日目の 8時～9時＝12時間 

※2 日目の拘束時間は、「2 日目の 9 時～3 日目の 9 時の 24 時間の中で拘束されていた時間」

なので、「3日目の 8時～9時」は 2日目の拘束時間にも含まれる。 

3 日目：8時～20時＋4日目の 7時～8時＝13時間 

※3 日目の拘束時間は、「3 日目の 8 時～4 日目の 8 時の 24 時間の中で拘束されていた時間」

なので、「4日目の 7時～8時」は 3日目の拘束時間にも含まれる。 

4 日目：7時～20時＝13時間 

 

問 24 正解 適 2,3 不適 1,4 

1．適切でない。「タイヤに異状な摩耗がないこと」については、自動車の日常点検に

係るものであり、記述のようにタイヤに安全上の問題がある場合、当該自動車は

「保安基準に適合しなくなるおそれがある状態」であるといえる。この場合、保

安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、自動車の使用者は、必要な整備

をしなければならず、運転者からの報告によりその状態を認識しておきながら、

そのまま運転者を乗務させることは、運行管理者の対応として適切ではない。 

2．適切。中間点呼について適切な記述である。 

3．適切。点呼の実施について適切な記述である。酒気帯びの有無について確認する

ときは、アルコール検知器を用いて行わなければならず、遠隔地で業務を終了す

る運転者に対しても同様である。 

4．適切でない。事業用自動車の業務を開始しようとする運転者に対しては、運行上

やむを得ない場合を除き、対面等により点呼を行わなければならない。したがっ
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て、本肢の場合、同乗する交替運転者に対しても、所属する営業所において対面

による点呼を行う必要がある。 

 

問 25 正解 適 1,3,4 不適 2（安全規則の解釈及び運用 7条 1.(5)） 

1．適切。ＩＴ点呼の実施について適切な記述である。 

2．適切でない。ＩＴ点呼の実施は、1営業日のうち連続する 16時間以内とする。な

お、営業所と当該営業所の車庫の間でＩＴ点呼を実施する場合にあってはこの限

りではない。 

3．適切。ＩＴ点呼の実施について適切な記述である。 

4．適切。ＩＴ点呼の実施について適切な記述である。 

 

問 26 正解 適 2,3 不適 1,4 

1．適切でない。本事故は「自動車が転覆したもの」に該当するので自動車事故報告

書の提出を要する（事故報告規則 2 条 1 号）。なお、「転覆」とは「自動車が道路

上において路面と 35 度以上傾斜したとき」をいうので、路面と 40 度傾斜して道

路上に停止している本事故も該当する（事故報告規則 別記様式）。 

2．適切。本事故は「重傷者を生じた事故」に該当するので自動車事故報告書の提出

を要する（事故報告規則 2条 3号）。 

3．適切。本事故は「自動車が火災を起こした事故」に該当するので自動車事故報告

書の提出を要する（事故報告規則 2条 1号）。 

4．適切でない。本事故は「運転者の疾病により、事業用自動車の運行を継続するこ

とができなくなったもの」に該当するので自動車事故報告書の提出を要する（事

故報告規則 2 条 9 号）。（※死傷者や物損被害が生じていなくても、運転者の疾病

により運行を中止しているので自動車事故報告書の提出が必要な事故に該当する

ことになる） 

 

問 27 正解 適 1,2,4 不適 3 

1．適切。特別な指導の対象となる「初任運転者」とは、事業用自動車の運転者とし

て常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて

トラックに乗務する前「3 年間」に他の事業者等によって運転者として常時選任

されたことがない者をいう（指導及び監督の指針 2章 2の(2)）。したがって、「前

年まで他の事業者の運転者として常時選任されていた者」の場合には、「初任運転

者」に該当しないので、特別な指導を行わなくてよい。 

2．適切。業務の記録（安全規則 8 条 1項）について適切な記述である。 

3．適切でない。運行管理者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支

障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全

を確保するために必要な措置を講じなければならない（安全規則 20条 1項 15号）。

本肢のように、運転に関わることをすべて運転者の判断に任せてしまうことは適

切ではない。 

4．適切。個人差はあるものの、1 単位のアルコールを処理するための必要な時間の

目安は、おおむね 4時間とされている。 

 

問 28 正解 適 1,2 不適 3,4 

1．適切。慣性力について適切な記述である。 

2．適切。衝撃力について適切な記述である。 

3．適切でない。自動車の重量及び速度が同一の場合には、曲がろうとするカーブの

半径が 2分の 1になると遠心力の大きさが 2 倍になる。 

4．適切でない。自動車に働く慣性力、遠心力及び衝撃力は、速度の 2乗に比例して大

きくなることから、速度が 2倍になれば 4 倍に、速度が 3倍になると 9倍になる。 
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問 29 正解 ア．19ｍ イ．3ｍ 

ア．Ａ自動車が危険を認知してから停止するまでに走行した距離（停止距離）は、空

走距離＋制動距離で求めることができる。本問では、空走時間が 1 秒間なので「空

走距離＝1 秒間に走行する距離」となる。 

Ａ自動車は時速 36km で走行しているので、1 時間(3,600 秒)で 36km(36,000ｍ)

の距離を走行することになり、空走距離は、36,000ｍ÷3,600 秒＝10ｍとなる。 

したがって、停止距離は、空走距離 10ｍ＋制動距離 9ｍ＝19ｍとなる。 

イ．停止時におけるＡ自動車とＢ自動車の車間距離は、走行時の車間距離(15ｍ)から

「Ａ自動車の空走距離」及び「Ａ自動車とＢ自動車の制動距離の差」の分だけ縮ま

っていることになる。 

アの解答よりＡ自動車の空走距離は 10ｍであり、Ａ自動車とＢ自動車の制動距

離の差は 9ｍ－7ｍ＝2ｍである。 

したがって、停止時におけるＡ自動車とＢ自動車の車間距離は、15ｍ－10ｍ－2

ｍで 3ｍとなる。 

 

問 30 正解 適 3 不適 1,2 

1．適切でない。「Ｄ料金所～Ｅ料金所間（294km）を、設定された運転時間（3 時間

30 分）で走行できるか」を考えるが、「車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量

が 5 トン以上の貨物自動車」が高速道路の本線車道を走行する際の最高速度は時

速 80kmとされており、本運行で使用する自動車も該当する。 
 

以上を踏まえ、以下①～③のいずれの解法で正誤判断してもよい。 
 

解法①（※走行距離から正誤判断する） 

時速 80kmで 3時間 30分（＝3.5時間）走行した場合、80km/h×3.5時間＝280km

なので、設定時間では 280kmの距離しか走行できない。 
 

解法②（※運転時間から正誤判断する） 

294km の距離を時速 80km で走行する場合、294km÷80km/h＝3.675 時間、これ

を「分」に変換すると 3.675 時間×60 分＝220.5 分＝3 時間 40 分 30 秒なので、

運転時間を 3時間 41分以上に設定しなければ設定時間内に走行できない。 
 

解法③（※平均速度(時速)から正誤判断する） 

294km の距離を 3時間 30分（＝3.5時間）で走行する場合、294km÷3.5時間＝

84km/h なので、時速 84km以上で走行できなければ設定時間内に走行できない。 
  
したがって、Ｄ料金所～Ｅ料金所間の運転時間を 3時間 30分と設定したことは

適切ではない。 
 
2．適切でない。（運行当日を特定日とした場合の 2日を平均した 1日当たりの運転時

間は改善基準に違反している） 

運転時間は、2 日を平均し 1 日当たり 9 時間、2 週間を平均し 1 週間当たり 44

時間を超えてはならない（改善基準 4条 1項 4号）。 

1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後 2 日ごとに区

切り、その 2 日間の平均を算出し、「『特定日の前日と特定日の運転時間の平均』

と『特定日と特定日の翌日の運転時間の平均』が、ともに 9 時間を超えている場

合」は改善基準に違反していることになる。（「どちらも 9 時間を超えていない場

合」や「どちらか一方だけが 9時間を超えている場合」は違反にはならない） 

運行前日の運転時間が 9時間、当日の運転時間の合計が 9時間 20分であり、翌

日の運転時間は 8時間 50分を予定しているので、運行当日を特定日とした場合の

2 日を平均した 1 日当たりの運転時間を見ると、「特定日の前日と特定日の運転時

間の平均」が(9時間＋9時間 20分)÷2＝9時間 10分、「特定日と特定日の翌日の

運転時間の平均」が(9時間 20分＋8時間 50分)÷2＝9時間 5分であり、どちらも

9時間を超えているため、改善基準に違反している。 
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3．適切。（連続運転時間の中断方法は、改善基準に違反していない） 

連続運転時間は、4時間を超えてはならない（改善基準 4条 1項 5号）。 

連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後 4 時間以内又

は 4 時間経過直後に、30 分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断する

が、この 30 分以上の「運転の中断」については、少なくとも 1 回につき 10 分以

上とした上で分割することもできる。 

運行当日の運転状況を見ると、4 時間以上の連続運転は見られないため、連続運

転時間の中断方法は、改善基準に違反していない。なお、「運転の中断」とは、「運

転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間

も含まれる。 

 


